
三芳町未来創造拠点施設の設置及び管理に関する条例（案）に対する町の考え方について 

 

町の考え方を下記の通り取りまとめましたので、お知らせします。 

 

パブリック・コメント案件：三芳町未来創造拠点施設の設置及び管理に関する条例（案） 

担当課：施設マネジメント課 メールアドレス：kanzai@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

提出された意見の件数 ３件 

対  応  状  況 下記のとおりといたします。 

素案に対する意見等 対応方針 町の考え方 

意見１ 

 

三芳町の公共施設・地域活性化につ

いて意見をお送りします。若い世代

や子育て世代が自然に集まり、定期

的なイベントや人が集まる機会が増

えることで、利用しやすくなるので

はないでしょうか。例えば、・定期的

なマルシェや小さなお祭り・キッチ

ンカーの出店 ・子どもも参加できる

体験イベント などがあると、「今日

は行ってみよう」と思えるきっかけ

になると思います。例えば、出張カ

メラマンによる家族写真・子ども写

真の撮影会など、比較的低コストで

実施でき、子育て世代が参加しやす

い企画があると、施設を利用するき

っかけになると思います。継続的に

人が集まる仕組みがあることが大切

だと感じています。ご検討の参考に

なれば幸いです。  

原案の通りと

します。 

三芳町未来創造拠点施設（以下

「本施設」という。）では、大小

問わず様々なイベントを企画し

開催する予定としております。

また、継続的な開催を行うため、

住民がイベントを企画・運営し

ていけるような仕組みづくりに

ついても現在検討を進めており

ます。 

いただいたご意見につきまして

は、今後の施設運営の参考にさ

せていただきます。 

 

意見２ 

 

藤久保公民館を交流センターにする

ことに反対です。三芳町は、公民館

の目的の条例を堅持してください。

原案の通りと

します。 

条例により新たに設置される地

域交流センターは民間施設では

なく町が設置する公共施設とな

ります。 

地域交流センターは町長部局と
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管理も町の教育委員会で実施してく

ださい。交流センターなどという名

のもとに民間の施設にはしてほしく

ないです。住民が安心して、活発に

利用できるのは教育委員会の管理が

あるからです。三芳町の住民はこの

町に誇りと愛を持っています。時流

に乗ることなく独自の町づくりをし

てください。公民館と交流センター

とは似て非なるものです。是非是非

ご一考をお願いします。 

なりますが、このことにより子

育てや福祉、健康増進など町長

部局との連携がより円滑に行え

るようになり、今までより住民

の皆様に安心して活発に利用い

ただけるようになります。 

意見３ 

 

① 藤久保公民館は「交流センター」

ではなく、「公民館」として存続

してください。 

三芳町中央公民館再建の時の議

会における採択を含め、三芳町公

民館の運営の伝統があります。

「第５６回みよし町民文化祭」

「第６６回町民体育祭」を含め、

住民と職員の連携で文化活動、ス

ポーツ活動が行われて活気ある

町づくりに貢献してきました。

「集い、学び、共に成長する」場

所として、藤久保公民館が活発に

機能しその役割を果たしてきま

した。町の公民館三館体制を継続

して頂きたい。 

② 藤久保公民館をなくして「交流セ

ンター」に移行する目的は何です

か。 

近隣地域を含む「交流センター」

移行後の他自治体の例からは、管

理運営の民営化や使用料金の徴

収など、住民に負担を強いる運営

原案の通りと

します。 

① 本条例第 1 条のとおり、地域

住民が多種多様な活動を通

じて集い、学び、育ち、持続

的で心豊かな町の未来を創

造できる拠点として設置す

るもので、ご意見の役割を十

分果たせるものとなってい

ます。 

② ①と重複しますが、本条例第

１条のとおり、地域住民が多

種多様な活動を通じて集い、

学び、育ち、持続的で心豊か

な町の未来を創造できる拠

点として設置されます。地域

交流センターは公民館より

も利用の幅を広げることで、

住民にとって様々な集い、学

び、育ちの場となることを目

的としています。また、地域

交流センターは町が設置す

る公共施設であり、使用料金

なども本条例により町が定

めるものであるため、新たな

住民負担を強いるものでは

ありません。 



になっています。 

③ 首長部局に管理運営が移行する

ことによる権限の集中と拡大は、

社会教育法、公民館法に基づく学

ぶ権利等の法的保障から逸脱す

る危惧を感じます。公民館運営の

民主的装置としての公民館運営

審議会の機能は「交流センター」

でも継続されるのでしょうか。竹

間沢公民館、中央公民館とは別の

位置づけなのでしょうか。 

④ 「直営の継続」の担当課は、「交

流センター」を未来創造課、竹間

沢公民館、中央公民館を社会教育

課とするのでしょうか。 

⑤ これまでの「減免規定」（平成４

年規定）はそのままの規定として

「交流センター」も「竹間沢・中

央公民館」と同様に適用されるの

でしょうか。 

※ 藤久保地域拠点施設整備事業計

画当初は「住民サービスが良く

なる」と「広報みよし」が伝え

ていました。本件に関する「ま

ちづくり懇談会」でも町長の回

答として「減免規定の存続。町

の直営」について「伝統を守る」

と言明していました。 

新たな施設は、三芳町に住んで

良かったと実感できる施設であ

って欲しい。１０３億円を超え

る予算を投じて建てられる町の

公共施設です。私企業が管理し

私企業の利益に供する公共施設

にはしないでください。 

これまで通りに、リニューアル

③ 公民館運営審議会は社会教

育法に基づき設置されるも

のであることから、地域交流

センターにおいて継続する

ことはできません。同様に施

設の位置づけも異なるもの

となります。 

④ 地域交流センター並びに図

書館を未来創造課が担当す

ることとなります。竹間沢公

民館、中央公民館につきまし

ては引き続き社会教育課が

担当となります。 

⑤ ご意見の減免規定とは「三芳

町公民館使用料の減免に関

する規定」を指しているもの

と考えます。未来創造拠点施

設においても今後、同様の規

定を定めていきます。 



した藤久保公民館として存続し

てください。 
 

 


